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頁 正 誤 
97 「問題 64」解説部分 

5 加重過少申告加算税額の計算 
 修正申告により納付すべき関税額が…（中略）…その差額に 5％の過少申告加算
税が加算される。 
 1,059,600 円 － 500,000 円 ＝ 559,600 円 
                 ↓ 1 万円未満の端数切捨て 
                550,000 円 × 5％ ＝ 27,500 円…④ 
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